
 阿賀野市子ども医療費助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  令和７年１０月２０日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸 

 

阿賀野市規則第４１号 

   阿賀野市子ども医療費助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 阿賀野市子ども医療費助成に関する条例施行規則（平成１６年阿賀野市規則第７７

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項中「次の各号のいずれかに該当する」を「公簿等（マイナンバー制度に

よる情報連携を含む。以下同じ。）により確認できる」に改め、同項各号を削る。 

 第７条第１項中「現有」を削る。 

第１号様式中 
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に改める。 

 第９号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間これを使用する

ことができるものとする。 


